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本市では、これまで土地区画整理事業による市街地の基盤整備を進
め、市街化区域への人口の定住化を進めてきました。それに伴い、人口
は増加し、82.5％の市民がアンケート調査で「住みやすい」と評価し
ています。また、刈谷駅周辺は、再開発事業により都市機能の一定の集
約化を実現し、それに呼応した商店街の活動によって、中心市街地とし
ての賑わいも創出され始めました。
一方、全国的な人口動態とは異なり、本市では今後も人口増加が見込
まれる中で、既成市街地の居住環境の高質化、まちなか居住の促進など、
地域の活性化に資する住宅や住環境の整備を進める必要があります。
また、まちづくりにおいては、エネルギーの大量消費により成り立っ
てきたこれまでの都市構造を再構築し、地球環境にも配慮し、将来にわ
たり誰もが安心して暮らすことができる取組みが求められています。
そのためには、都市における生活や活動は、
それを取り巻く自然環境に支えられていること
を再認識し、環境と共生した住環境を創出して
いくことが重要です。その過程では、行政のみ
ならず多様な主体が連携することが重要であ
り、相互に協力できるような支援を行うことが
必要です。こうしたことにより、都市の隅々に
新たな活力を生み出し、誰もが安心して快適に
生活できる魅力あふれるまちをめざします。

■ＤＩＤ地区……Densely Inhabited District の略で、人口集中地区のこと。原則、国勢調査
において、人口密度が 40人 /ha 以上の調査区が集合し、合計人口が 5,000 人以上となる
統計地域。

■ワークショップ……参加者が専門家の助言を得ながら問題解決のために行う研究集会。
■ユニバーサルデザイン……できる限り、すべての人が使いやすい製品・環境をデザインする
こと。

■緑被率……任意の地域や地区における緑被地（樹木・芝・草花などで覆われた土地の部分）
の占める割合。地域の緑化や環境計画の策定を図る上で、重要な指標である。

第３次刈谷市都市計画マスタープラン
2011 年～ 2020 年

第２次刈谷市緑の基本計画
2011 年～ 2020 年

刈谷市住宅マスタープラン
2006 年～ 2012 年

刈谷市中心市街地活性化基本計画
2000 年 3月 策  定

関連計画

現状値
目標値

2015 年 2020 年

●都市環境と自然環境が調和した、
魅力ある住みよいまちになってい
ます。
●地域の特性や規模に見合った都市
機能が集積しています。

49.3% 55% 65%

56.5 人
/ha

58.3 人
/ha

59.1 人
/ha

現状値
目標値

2015 年 2020 年

●誰もが不安なく快適に生活してい
ます。
●自分たちのまちをより良くしよう
と、自分たちで考え、活動してい
ます。

74.7% 77% 80%

６か所 ７か所 ８か所
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2013 2016 2020

①
刈谷駅周辺は、賑わいあふれる都市の中心拠点として、土地の高度 ･有効利
用を誘導します。他の交通結節点を中心とする地域は、日常生活に必要な機
能の集約を図ります。

② 新たな土地利用の実現にあたっては、市民のまちづくり意識の醸成や合意形
成の促進に向けた自主的な取組みを支援します。

③ 市内への定住の促進や人口増加に対応した居住機能を確保するため、既存イ
ンフラの有効活用と交通利便性の高い地区に、新たな住宅地を創出します。

④ 本市の特長であるものづくりを支えるため、広域交通体系へのアクセス利便
性の高い地区に、新たな工業地を創出します。

⑤ 地域の特性や日常生活の利便性向上の観点から、都市の再生や土地利用を誘
導する用途地域の見直しに努めます。

2013 2016 2020

① 中心市街地は、民間活力も活用し、環境と防災安全性に優れた活力と魅力あ
ふれるまちとして整備を進めます。

② 基盤未整備地区では、土地区画整理事業や地区計画制度などを活用した基盤
整備を進めます。

③ ハード ･ソフトの両面からユニバーサルデザインを推進します。

2013 2016 2020

① 防災安全上問題のある既成市街地では、民間活力の活用により宅地建物の共
同化を促進し、防災性に優れた良好な住環境の整備を進めます。

② 市営住宅の整備や改修などを進め、入居者の居住性を高めます。

③ 一定の規制を行うことにより、地域環境と調和し、防災性に優れた住宅や宅
地供給を誘導します。

④ 既成市街地内の住工混在地区は、今後の社会経済情勢や都市機能の整備状況
に応じて、土地利用の純化に努めます。

⑤ 墓地の需要を把握するとともに、地域の特性や周辺環境に配慮した整備を推
進します。

2013 2016 2020

① 景観法による景観計画を策定し、良好な景観資源の保全や活用と、新たな魅
力ある景観づくりを進めます。

② 道路、公園、河川、公共建築物などの都市施設や公共施設整備にあたっては、
地域景観の誘導指針となるような整備を推進します。

③ 景観意識の普及、啓発に努め、自主的な取組みを支援し、安全で快適な住環
境整備を促進します。

④
都市生活にうるおいとやすらぎを与え、住みやすい市街地を形成するため、
既成市街地や新たな居住系市街地では、敷地内の緑被率を高めるための支援
を推進します。

　市民がまちづくりについて主体的に考え、話し合う土壌づくりを行政が支援します。地域住
民の参加や協働意識を高め、ワークショップなどにより意見や提案を把握し、施策や事業の実
施にあたります。
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自分たちのまちをよ
り良くするため、自
分たちで考え、行動
することに努めま
す。

などの役割

団体の目的に沿って、市民や地域の
取組みに助言を行い、まちづくりの
取組みに参加します。

の役割

市街地・住環境の整備に努
めるとともに、市民の主体
的な取組みに対して、財政
的 ･人的な支援を行います。
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15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

 113,000 110,700 110,200 110,600 112,400 118,400 114,300 114,600 114,800 117,800 119,600 123,900

 150,900 142,900 140,100 142,600 153,500 166,300 157,500 150,700 151,900 152,900 156,400 164,900

 100,300 97,600 96,400 95,800 98,300 101,200 98,700 97,700 97,900 98,000 93,000 95,500

 95,600 94,500 93,300 92,300 94,200 97,200 94,400 93,100 93,000 93,200 86,700 87,200

 80,500 76,100 73,700 73,100 73,300 74,100 71,600 71,000 70,900 70,700 70,200 70,400

 112,600 110,100 109,700 110,400 113,700 117,400 114,000 113,000 115,500 118,500 117,200 117,900

 109,200 108,100 107,300 107,300 109,200 111,000 108,000 106,800 106,200 106,700 110,100 113,500

 89,100 85,700 84,700 84,300 84,500 86,000 81,600 81,000 80,900 80,600 78,600 80,000

 88,200 84,000 81,100 79,100 78,100 78,000 75,700 74,700 75,300 63,600 59,800 60,800

 86,200 82,100 78,300 76,400 76,600 78,100 78,000 76,100 75,300 74,800 72,600 72,900

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

/
 

1 1  

15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  

 115,700 114,900 116,600 115,400 122,000 129,200 124,400 124,100 124,200 127,000 126,700

 148,200 142,800 143,100 149,900 161,600 167,000 155,000 152,700 152,500 152,900 158,700

 103,200 100,800 99,700 93,500 95,700 98,200 94,300 94,000 95,800 96,800 86,100

 95,000 94,000 70,900 70,400 72,500 74,000 71,100 71,000 70,900 72,500 68,600

 86,800 83,900 83,200 79,600 84,100 85,400 83,000 82,600 82,300 82,300 79,100

 116,200 115,500 115,000 115,000 118,000 124,100 119,100 119,100 119,300 122,500 115,300

 113,900 113,800 114,800 115,100 119,900 123,500 118,400 118,300 118,300 120,700 123,700

 85,000 84,100 82,700 79,500 84,000 87,200 84,300 84,000 82,900 81,900 80,600

 91,700 90,500 88,100 88,300 88,200 88,100 85,300 84,700 68,700 69,600 61,400

 87,900 84,100 80,800 81,200 82,500 83,800 80,200 78,400 78,000 77,900 74,100
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96.9 100.0

2,470,000

2,223,826

246,174

13,756 13,278 13,301 14,135

120,449 158,440 96,892 130,128

土地区画整理事業は、事業ごとに条件が異なるため、他市との比較はしていません。

134,205 82,105 40,966 44,263

0 89,613 69,227

134,205 171,718 110,193 144,263
　　　 　合計　　 110,193,497円

01報酬　　　　　　　　115,200円
02給料　　 　　　　 6,370,800円
03職員手当等　　　　4,838,220円
04共済費　　　　　　2,092,130円
09旅費　　　　　　　　148,288円
11需用費　　　　　　　  5,330円
12役務費　　 　　　　　66,620円
13委託料　 　　　　 2,803,680円
15工事請負費　　　 55,081,080円
16原材料費　　　   　　14,450円
19負担金、補助
　及び交付金　　　　　 71,280円
22補償費、補填
　及び賠償金　　 　38,586,419円

100,000

73.8 76.3 89.1

都市環境

市街地・住環境

市街地の整備・改善

　新駅の設置に併せて、公共施設の整備改善
と土地利用の増進を図り、健全で良好な市街
地の形成を推進する。

施行面積　　   　　　　　4.4ha
合算減歩率　　　　　 　30.70％
区域内人口（事業当初）   104人
都市計画道路（2路線）  　256ｍ
区画道路　　　　　　　　 926ｍ
公園（1箇所）　　　　  1,350㎡
緑地（1箇所）　　　　　　800㎡

都市計画マスタープラン

土地区画整理法

事業区域内地権者 平成１２年度

刈谷野田北部土地区画整理事業

都市整備部

一般会計 区画整理課
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